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平成 29年度 

第 1回北広島市地域包括支援センター運営協議会 

 

日 時：平成 29年 5月 29日（月） 18：30～20：00 

場 所：北広島市役所 5階 委員会室 

 

 ◇北広島市地域包括支援センター運営協議会委員 

安孫子章平 （北広島市シルバー人材センター） 

伊 藤 正 秀 （北広島市民生委員児童委員連絡協議会） 

今 井 良 成 （北広島医師会） 

大 川 壽 雄 （公募） 

大 谷 惠 一 （北広島市歯科医師会） 

小早川俊哉 （星槎道都大学社会福祉学部） 

土 田 孝 行 （北広島市介護サービス連絡協議会 訪問看護ステーションかえで） 

八 手 裕 美 （北広島市介護サービス連絡協議会 NPO法人 たすけあいワーカーズどんぐり） 

向 島 大 裕 （北広島市社会福祉協議会） 

 

◇事務局 

保健福祉部高齢者支援課長        三上 勤也 

高齢者・障がい者相談担当参事     柄澤 尚江 

保健福祉部高齢者支援課 主査     浜山 かおり 

保健福祉部高齢者支援課 主査     渡邉 篤広 

保健福祉部高齢者支援課 主任     五十嵐 陽子 

保健福祉部高齢者支援課 主事     岩澤 知子 

 

  きた高齢者支援センター    粥川 ひとみ 

  みなみ高齢者支援センター   林 晃市 

  にし高齢者支援センター    佐藤 信一郎 

    ひがし高齢者支援センター   高瀨 享子 

 

 

 

 

 

 

議事概要 
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《議事録概要》 

 

1 開会 

 

2 あいさつ 

 

3 協議事項 

（1）平成 28年度北広島市地域包括支援センター運営報告に関する事項 

   一同承認 

 

（2）平成 29年度北広島市地域包括支援センター運営方針に関する事項 

・介護予防・日常生活支援総合事業について 

委員 ：訪問介護について、現行の介護予防訪問介護相当サービスと基準緩和サービス

とは、事業所によって選択するのか、それとも利用者の希望によって選択する

のかどうなのか。 

事務局：訪問介護については、現在、現行の介護予防訪問介護相当サービスのみの開始

となっております。今後、2つのサービスが開始された場合は、本人の状況と

必要なサービスによって振り分けをするのが原則となります。そのため、それ

ぞれの担当のケアマネジャー等が本人の要望も聞きながら、その人に合ったサ

ービスを選択します。 

委員 ：事業所によって、どちらかしかやりませんということはあるのか。 

事務局：当初の予定では、両方行う事業所が想定されていましたが、今のところ、サー

ビス提供は開始されていません。今後、事業者とお話をしながら事業を進めて

いきます。 

委員 ：小規模の通所サービスについては、市町村で指定が出来るようになったと伺っ

たが、それはどういうことか。 

事務局：18 名以下の通所介護事業所につきましては、昨年から、市に指定権限が移行

しております。市で、各事業所の指定や変更等、手続きをとっております。 

委員 ：訪問型サービスが 1回あたりの単価となったことで、どういうメリットがある

のか。 

事務局：訪問型サービスの 1回あたりの単価になることのメリットについては、利用回

数に応じた負担になることです。デメリットは、身体介護が行えないというこ

とですので、その中で、選択をしていただくこととなります。 

委員 ：生活支援コーディネーターというのは、新しく配置するのか、それとも、配置

をせず今いる職員が担うのか。 

事務局：生活支援コーディネーターは、新しい職員を配置する方向で進めていますが、
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地域に顔の見える関係性が生活支援コーディネーターの重要な役割だと思っ

ております。 

委員 ：各高齢者支援センターには、1名増員になるのか。 

事務局：委託で、0.5人工の費用を計上し、各高齢者支援センターに 1名増員しており

ます。  

 

・各高齢者支援センター活動計画について 

委員 ：地域たすけあい会議と協議体との関係をどう理解すればいいのか。 

事務局：地域たすけあい会議は、平成 28年度まで、高齢者支援センターを中心に各地

域で精力的に開催をさせていただいております。協議体については、地域たす

けあい会議に、生活支援の必要なものを把握するという機能等を追加するイメ

ージで考えています。現在の資源を有効活用していただいて、北広島市の地域

たすけあい会議が、地域ケア会議であったり、協議体であったり、広く介護の

ことや高齢者福祉のことを話し合いできる場として、定着させたいと考えてい

ます。 

委員 ：運営の取組強化として、新たに生活支援コーディネーター設置が挙がっている。

ただ、虐待防止・権利擁護業務の部分で、虐待の定義からいうと、虐待まで至

らなくても、それに近い状況にある高齢者がいる。特に高齢化も進んできて、

御家族への金銭的なものや表には出てないけれども、様々なものがあることを

実感する。引き続き、地域の相談の場として、高齢者支援センターが大事な役

割になっていると思うので、ご相談やご依頼を頑張ってほしい。 

委員 ：役割が広がって、いろいろな業務が増えてくるが、今の体制で十分対応してい

けるのか。 

事務局：地域の方々との繋がりが出来てきて、様々な総合相談をいただき、地域で活躍

してくださるボランティアや地域の担い手が増えている。私たちの業務を手伝

ってくれる場面が多くなってきて嬉しい反面、そこから広がって相談の数も増

え、ボランティアをコーディネートしていく機能が高齢者支援センターに求め

られています。日々、仕事に対しやりがいも感じており、地域の方たちから大

変喜んでいただけて嬉しいと感じています。しかし、社会福祉協議会や行政と

も相談しながら、対応していくことが必要と考えています。 

事務局：人数は、沢山いると良いとは常々思いますが、それだけでは、現実的に難しい

と思います。そのなかで、自分たちがどうするかというところでは、地域との

繋がり、行政、ボランティアとの繋がりを深めていくというところが一番だと

考えています。高齢者支援センターが最初の相談を受けて、次の関係機関へ繋

げることがとても大事だと思っております。 

事務局：職員の数と仕事の量というのは、担う役割によってのバランスがとれると思い
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ます。国などは、高齢者支援センターにいろんな役割などを付与してきていま

す。我々が仕事として、最低限やるべき仕事を整理しながら、他所の機関と繋

がることで、業務の圧縮や効率化を図ることができると思います。人員がいる

に越したことはないですけれども、効率化のために、他機関との連携というと

ころも考えていきたいと思います。 

事務局：勤続年数が長い者に、業務が偏りがちになっていて、それにより体を壊して離

脱してしまうことがあるので、人の固定化が課題だと思っております。 

 

4 その他 

 

5 閉会 20：00 

 


